
(57)【要約】

【課題】

  原子炉出力を制御する方法には制御棒を用いる方法が

あるが、制御棒駆動装置の構造が複雑である欠点があり

、又、沸騰水型原子炉は減速材の相変化又は密度変化に

より出力制御しているが、減速材に気体を使用した場合

、この相変化又は密度変化がないため原子炉出力制御は

不可能である。

【解決手段】

冷却材に気体、減速材に固体を用いた原子炉において、

冷却材流量を制御することにより原子炉の減速材の温度

を変化させて原子炉出力を制御する。

－1－



1 2

10

20

【特許請求の範囲】

【請求項１】

  原子炉の冷却材の流量制御により原子炉の減速材の温

度を変化させることにより原子炉出力を制御することを

特徴とする冷却材流量制御による原子炉出力制御方法。

【請求項２】

  冷却材に気体、減速材に固体を用いた原子炉において

、冷却材流量を制御することにより原子炉の減速材の温

度を変化させて原子炉出力を制御することを特徴とする

請求項１記載の方法。

【請求項３】

  冷却材にヘリウム、減速材に黒鉛を用いたガス炉にお

いて、冷却材流量を制御することにより減速材温度を変

化させて原子炉出力を制御することを特徴とする請求項

１又は２記載の方法。

【請求項４】

  冷却材にヘリウム、減速材に黒鉛を用いた高温ガス炉

において、冷却材流量を制御することにより減速材温度

を変化させて原子炉出力を制御することを特徴とする請

求項１又は２記載の方法。
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【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

  本発明は、本発明は、原子炉出力制御方法に関するも

のであり、特に、冷却材の流量制御により減速材の温度

を変化させ、原子炉出力を制御する方法である。更に詳

しくは、本発明は、ガス炉に代表される気体冷却材の流

量制御により減速材の温度を変化させ、原子炉出力を制

御する方法である。

【背景技術】

【０００２】

  従来、原子炉出力を制御する方法には制御棒を用いる

方法がある。例えば、原子炉出力制御系は、原子炉出力

が変化し制御目標値から外れた場合、制御棒を駆動する

ことにより炉内に反応度（原子炉内中性子数の増減を示

す量、正なら中性子は増え、負なら経る）を添加し、原

子炉出力が制御目標値に一致するよう制御する（例えば

、非特許文献１参照）。

【０００３】

  又、沸騰水型原子炉は減速材の相変化又は密度変化に

より出力制御している。減速材に気体を使用した場合、

この相変化又は密度変化はないため原子炉出力制御は不

可能である。加圧水型原子炉は減速材の中に反応度を与

える物質を混合することで出力制御している。

【非特許文献１】浅田忠一  外著、新版原子力ハンドブ

ック、オーム社、平成１２月２０日発行、１９７．３０

７頁

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００４】

  日本原子力研究所の高温工学試験研究炉の実測データ

から、冷却材に気体を、減速材に固体を用いたガス炉に

おいて、冷却材流量を変化させると減速材の温度が変化

し、外乱による原子炉出力の変動を補完できる反応度を

添加できることがわかった。

【０００５】

  本発明により、原子炉出力を制御しない制御棒は、微

細な駆動をする必要がなく、複雑な構造から簡単化でき

る。これによるコストを削減することができる。

【課題を解決するための手段】

【０００６】

  本発明は、上記の課題を解決するものとして、冷却材

に気体を、減速材に固体を用いたガス炉において、冷却

材の流量を変化させることにより、減速材の温度を変化

させ、反応度を添加することにより、原子炉出力を制御

する方法である。

【０００７】

  本発明により、原子炉出力を制御しない制御棒は、緻

密な動作をする必要がなく、制御棒駆動装置の複雑で緻

密な構造を簡単化できる。これにより原子炉の製造コス

トを削減することができる。

【０００８】

  本発明においては、制御棒駆動装置の構造の簡単化、

原子炉出力の制御に制御棒を用いないことから、原子炉

施設を建設する際に必要な安全評価の項目数の削減が可

能である。

  このことから、軽水炉より固有の安全性が大きいガス

炉を、さらに安全性を高めることが可能であり、安全装

置に係わるコストも削減できる。

【発明の効果】

【０００９】

  本発明においては、制御棒駆動装置の構造の簡単化、

原子炉運転中に制御棒を用いないことから、原子炉施設

を建設する際の設置許可申請に必要な安全評価の項目数

の削減が可能であり、安全評価に係わるコスト削減にな

る。

【００１０】

  又、本発明においては、このことから軽水炉より固有

の安全性が大きいガス炉を、さらに安全性を高めること

が可能であり、安全装置を簡略化することでコスト削減

することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【００１１】

  図１は、制御棒を制御することにより原子炉制御を行

う従来型の原子炉の出力制御を示すものである。図１の

上の２つの図に示されるように、原子炉の冷却材流量が

一定である場合、外乱による反応度変化が生じて原子炉

の反応度が低下する際には、この低下を防ぐために制御

棒の原子炉内の位置を変化させることにより反応度を補

正して上昇させることが行われている。
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【００１２】

  これに対し、本発明における、冷却材の流量制御によ

る原子炉出力制御方法においては、図１の最下段の図に

示されるように、原子炉の運転中は制御棒の位置を一定

位置に保持しておく。原子炉の炉心にある減速材の温度

を変化させるため、炉心の周囲を循環して流れる減速材

冷却用の冷却材流量を冷却材循環器により変化させる。

この冷却材流量を変化させることにより炉内に反応度を

加えることができることを示している。

【実施例】

【００１３】

  以下、図面に沿って実施例を示し、本発明の流量制御

による原子炉出力制御方法について、さらに詳しく説明

する。本発明は、以下の例によって限定されるものでは

なく、制御系の構成等の詳細については様々な態様が可

能である。

【００１４】

  図１の最下段の図は、本発明の方法が用いられる一実

施例を示したものである。例えば、その図に示したよう

に制御棒位置を保持すると、原子炉出力が変化し制御目

標値から外れた場合、原子炉出力制御系は冷却材流量を

制御することで減速材の温度を変化させ、それによる反

応度添加により原子炉出力が制御目標値に一致するよう

になる。

【図面の簡単な説明】

【００１５】

【図１】従来の原子炉出力の制御方法、及び本発明の流

量制御による原子炉出力制御を示した図である。

【図１】
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